　　　　　　　　　　　契　　　　　　約　　　　　　書

　先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要領（以下「要領」という。）に基づき実施する先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の委託について、愛知県（以下「甲」という。）と

（以下「乙」という。）との間に、次のとおり契約を締結する。

第１条　甲は、要領に定める治療研究事業を乙が設置する次に掲げる医療機関に委託し、その所要経費を乙に支払うものとする。

 １　医療機関等の所在地

 ２　医療機関等の名称

第2条 前条の規定により甲が乙に支払う所要経費は、次の１及び２に規定する

額とする。

１　「診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）｣、「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第９９号）」、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第６７号）」、「保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法（平成１８年厚生労働省告示第４９６号）」若しくは「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第９３号）」により算定した額の合計額から医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付に関し保険者又は市町村が負担すべき額を控除した額（高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療を受ける対象患者については、同法の規定による一部負担金、入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額並びに基本利用料に相当する額）

２　「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年２月厚生省告示第１９号）」、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年２月厚生省告示第２１号）」又は「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）」により算定した額の合計額から介護保険法の規定による当該疾患に係る訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション及び介護予防居宅療養管理指導に関し保険者が負担すべき額（介護保険法第６９条第３項の規定の適用がある場合にあっては、当該規定が適用される前の額）を控除した額
第３条　乙は、前条によって算定した所要経費を要領に定めるところにより、請求するものとする。
第４条　甲は、適法な支払請求書を受理したときは、受理した月の末日までに所要経費を支払うものとする。

第５条　乙は、甲に請求した支払請求書に誤りを認めたときは、翌月の請求書で過誤を調整し、甲に提出するものとする。
第6条 　甲は、必要に応じ、支払請求書の内容について、乙に報告を求めることができる。
第７条　この契約の有効期間は、令和　　年　　月　　日から令和　　年　 月
日までとする。ただし、この契約の有効期間満了１か月前までに甲乙双方から別段の意思表示がなされないときは、その後１年間引き続きその効力を有するものとし、以後、同様とする。
第８条　この契約に定めのない事項又は新たに疑義を生じた事項については、その都度、甲、乙協議の上、別に定めるものとする。

この契約の証として本書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管する。

　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　甲　名古屋市中区三の丸三丁目１番２号

　　　　　　　　　　　　愛　　　知　　　県

　　　　　　　　　　　　　代表者　愛知県知事　大　村　秀　章
　　　　　　　　　　乙

